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開 発 行 為 の 許 可 等 に 係 る 申 請 手 数 料 

(香川県使用料、手数料条例抜粋) 
 

（１）開発行為許可申請（法第２９条第１項、第２項） 

開発区域の規模 自己の居住用 自己の業務用 その他（非自己用） 

           ０.１ha未満                 ９，４００円   １４，０００円   ９４，０００円 

  ０.１ha以上   ０.３ha未満   ２３，０００円   ３３，０００円  １４０，０００円 

  ０.３ha以上   ０.６ha未満   ４７，０００円   ７０，０００円  ２１０，０００円 

  ０.６ha以上   １.０ha未満   ９４，０００円  １３０，０００円  ２８０，０００円 

  １.０ha以上   ３.０ha未満  １４０，０００円  ２２０，０００円  ４２０，０００円 

  ３.０ha以上   ６.０ha未満  １９０，０００円  ２９０，０００円  ５５０，０００円 

 ６.０ha以上 １０.０ha未満  ２３０，０００円  ３７０，０００円  ７１０，０００円 

１０.０ha以上   ３３０，０００円  ５１０，０００円  ９５０，０００円 

 

（２）開発行為変更許可申請（金額の上限は９５０，０００円）（法第３５条の２第１項） 

 ① 設計の変更  （１）の１/１０ 

 ② 区 域 編 入       編入区域の面積に応じて（１）の欄の額 

 ③ そ の 他       １０，０００円 

 

（３）建築物の特例許可申請 

  （法第４１条第２項ただし書）                    ５０，０００円 

 

（４）予定建築物等以外の建築等許可申請（法第４２条第１項ただし書）   ２８，０００円 

 

（５）開発許可を受けた地位承継承認申請（法第４５条） 

 ① 自己の居住用又は１ha未満の自己の業務用  １，９００円 

 ② １ha以上の自己の業務用    ２，９００円 

 ③ その他（非自己用）       １９，０００円 

 

（６）開発登録簿の写し交付（法第４７条第５項）        用紙１枚    ５００円  

 

 

注１ このページの記述は「香川県使用料、手数料条例(平成１２年４月１日改正）」に基づくもので

あり、条例改正により手数料金額等が変わることがありますので注意してください。 

 ２ なお、権限移譲している市町については、各市町の条例で定める手数料金額となります。 


